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成蹊の三世代同窓生をふやしたい

所長　鈴木　健二

25周年に向かって第一歩

卒 業式でのことです。式のあと私の研究室に

  ゼミ生が集まり、ささやかな祝杯をあげま

した。学生たちが外へ写真撮影に散って、卒業生

の父母だけが部屋に残りました。

　「実は、私は成蹊を受けたのですが落ちまして」

と、ある母親が語りはじめました。「うちの娘がこ

こを卒業できるなんて……」と、母親は遠くを見

つめるような目をして、ちょっと言葉を詰まらせ

ました。その目線の先では、３０数年前の自分が、

晴れ姿のお嬢さんと重なっていたのかもしれませ

ん。私たちも、黙って彼女の視線の向こうを見つ

めていました。

　私が本学に奉職して一番驚いたのは、成蹊出身

の親を持つ学生の多いことです。父母会などで集

まると「僕は成蹊出身でして」「私も○○期です」

と話が弾んで、にわか同窓会になります。親たち

は子どもが生まれると、「この子は成蹊に」と早々

決めていたのではと疑いたくなるほどです。きっ

と彼ら・彼女らの成蹊で受けた教育は素晴らしい

ものだったのでしょう。でなければ、こんなに二

世代同窓生が集まるはずはありません。

　大学の危機が少子化とともに、年々深刻さを増

しています。大学閉校は日常茶飯事になりました。

「あの大学が」と驚くような名門校が縮小に追い込

まれています。さいわい成蹊大学は、まだ学生に

人気があるようです。その大部分は、今日まで大

学を支え、もり立ててきた先達に負っています。し

かし、卒業していった近年の若者たちが、その親

たちと同じように息子や娘を成蹊に送り込んでく

れるだろうか。三世代同窓生がはたして定着化す

るのだろうか。

　ふっとわいた不安を、私は急いで振り払いまし

た。こんなに熱心な同僚と、すぐれた事務局と、や

さしい環境のある限り、伝統は守られていくに違

いない。いや、守っていかねばならないと。

　私のあずかるＣＡＰＳも同様です。前回申し上

げたとおり、ＣＡＰＳは来年、創設２５周年を迎

えます。初代所長が「小さな旗揚げ」と呼んだ第

一歩は、確かな足跡を残して大きく成長しました。

先輩の所員・職員の努力は大変なものだったで

しょう。私たちはこの遺産を、さらに豊かなもの

にしていかなければなりません。

　そのためには、どうすべきか。からだを動かし、

知恵を絞り、叡智を集めたいと思います。一生懸

命頑張りますので、是非、皆さまのご支援、ご鞭

撻をお願いします。

　所長再任にあたり、ひとこと申し上げます。
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2004年度　研究プロジェクト一覧および経過報告

責 任 者 名 研 究 題 目 と 目的

廣　部　和　也 地域主義研究

題目：アジア太平洋地域における地域主義の可能性―組織的・制度的分析―

目的：EC/EU、ASEAN、NAFTA等の地域主義的「組織」を、もっぱら法的視点か

ら比較検討を加え、アジアにおける地域主義の可能性を展望する。

期間：2002.4.1～ 2005.3.31

富 　田　　　武 アジアと女性研究

題目：21世紀のアジアと女性

目的：東アジア(中韓日)の家族と女性の比較

期間：2002.4.1～ 2005.3.31

遠　藤　誠　治 安全保障研究

題目：アジア太平洋の安全保障と地域秩序の再構築―周辺からの視点―

目的：従来の国家の存続を中心価値とする安全保障概念が国際政治経済の構造的

な変動のために妥当性を失いつつあるという認識のもとに、アジア太平洋地域に

おける安全保障環境の構造的な変動を批判的かつ実証的に分析するとともに、代

替的な安全保障政策の理念や思想を構想しつつ、そのためにとりうる政策の可能

性について検討する。

期間：2003.4.1～ 2006.3.31

中　神　康　博 教育研究

題目：教育選択と教育財政の経済分析―日韓を事例として―

目的：日韓の初等・中等教育における教育財政・教育選択について、歴史的な背

景を踏まえつつ経済学的な分析を行う。

期間：2003.4.1～ 2006.3.31

鈴　木　健　二 メディアと国家

題目：グローバル化するメディアと国家、その未来―豪・韓・タイ各国との比較

研究に於いて―

目的：メディアと国家の関係をオーストラリア・韓国･タイ3カ国と比較考察し、

近未来における国家なるものの姿を追求する。

期間：2004.4.1～ 2007.3.31

森　戸　英　幸 差別禁止

題目：差別禁止法の新展開

目的：日米を中心とする環太平洋諸国における差別禁止法の近年の新たな展開、よ

り具体的には、「差別」概念の拡大とそこで生じる諸問題について考察を行う。

期間：2004.4.1～ 2007.3.31

宮　脇　俊　文 ジャズと文学

題目：ジャズと文学―日米の戦後文化比較―

目的：戦後における日本･米国の文化に対するジャズの及ぼした影響を中心に検討

し、比較する。

期間：2004.4.1～ 2007.3.31
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研究題目

アジア太平洋地域における地域主義の可能性

　―組織的・制度的分析―

法科大学院教授　廣部　和也

　2004年度は、本プロジェクトの3年目であり、最

終年度にあたる。そこで、過去2年間の活動につい

ても簡単に言及する。

　本プロジェクトは、わが国を含むアジア太平洋

地域における、新たな国際協力の枠組みを探るこ

とを目的に、地域主義の問題を法的に分析するこ

とを課題として立ち上げられた。2002年度と2003

年度は、定例研究会における、プロジェクトメン

バーによる研究報告を中心に進められた。また、定

例研究会の一環として、あるいはCAPS主催拡大

研究会として、地域主義の現場で、あるいは学術

研究の最先端で活躍する、海外の研究者を招聘し、

それぞれの視点からの報告を聴くことも行った。

報告順に、Karen J. Alter（ノースウェスタン大学）、

Imora STREHO（ヨーロッパ司法裁判所調査官）、そ

してJoseph H.H. Weiler（ニューヨーク大学）の各

氏である。これらの研究会では、広く学外にも参

加を呼びかけ、報告者と日本の研究者との間で、踏

み込んだ内容の議論が展開され、大きな成果を上

げることができた。この間、各プロジェクトメン

バーは、数回にわたり海外出張を行い、アジアに

おける地域主義の取り組みの現状や、ヨーロッパ

統合の現場を実際に視察し、資料収集も積極的に

行った。

　以上の経緯を踏まえ、2004年度は、プロジェク

トの成果を還元するため、研究書の刊行に関する

作業が、とりわけ編集に関しては荒木教夫（白鴎

大学）を中心に、進められた。

　具体的な作業としては、先ず、編集会議を開き、

全体のテーマの再確認、担当部分および執筆分量

の決定を行った。ここで決定した編集目的は、「国

際協力を進めていく方法としての地域主義は多様

な形態をとっている。本書は個々の地域的協力の

実態を検討するとともに、それらが国際法のあり

地域主義研究
方に如何なる影響を及ぼしつつあるかも検討する」

ことである。次に、出版社との打ち合わせを行い、

原稿締め切りの確認、予算等について話し合い、決

定した。そして、外国人研究者とのメイルおよび

電話による打ち合わせを含む、各執筆予定者との

打ち合わせを、個別に行った。

　その後は、執筆予定者による実際の執筆活動が

中心となり、その中で、必要に応じて、執筆予定

者による現地取材や、プロジェクト関連資料の拡

充が行われた。この原稿を書いている大学の春期

休暇期間中は、執筆活動と並行して、外国人研究

者の論文を日本語に翻訳する作業も進められてお

り、近日中に、本プロジェクトの成果を世に問う

研究書を、上梓できる見込みである。

アジアと女性研究

研究題目

21世紀のアジアと女性

法学部教授　富田　武

　本プロジェクトは本年3月末日をもって終了し

た。振り返ってみると多難な3年間であった。当初

メンバー2名が海外留学で2年目以降参加できなく

なり、責任者の富田が法学部長に就任して1、2年

目は研究会の組織化すら満足にはできなかったか

らである。ようやく3年目に他のプロジェクト並に

研究会を行い、とくに3月4日のワークショップを

成功裡に終え、出版の目途を立てられるように

なったことで胸をなでおろしている。

　3月4日のワークショップ「家族とジェンダーを

考える」は、1）金賢美（ｷﾑﾋｮﾝﾐｰ）（延世大学）「戸

籍法改正と韓国家族システム」、2）齋藤純一（早

稲田大学）「家族：ケアと依存」、3）千田有紀（東

京外国語大学）「家族社会学の現在」の3報告に基

づいて行われた。ことに1）は、韓国国会で戸主制

廃止を柱とする民法改正案が3月2日に可決された

直後というタイムリーなものとなった。報告は法

改正の内容（子どもの姓は選択制に、女性の再婚

禁止期間廃止など）、法改正をもたらした家族の変

化と市民運動のみならず、戸主制の歴史的背景（日
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本の植民地支配）と理論的規定（国家による国民

規律システム）にも及ぶもので、多くの質問とコ

メントを呼び起こした。2）も、「普遍的稼得者モ

デル」（女性も男性と同じく稼ぎ手になる、ケアは

サービス購入）、「ケア提供者等価モデル」（主婦の

育児、介護等の労働に対価を支払う）の男性中心

主義を克服する「普遍的ケア提供者モデル」をど

う構想するか、ケアの単位をどう想定するかとい

う理論的な問題提起ながら、障害者や高齢者の介

護の現実を反映したもので、多くの議論を呼んだ。

3）も、家族社会学がいま問題にしている社会現象、

すなわち少子化、未婚化・晩婚化などを「負け犬」

論争も含めて紹介しながら「近代家族」変容論に

も及んだもので、これも多くの議論を呼んだ。参

加者は全体で予想を越える26名だったが、法社会

学も含む社会学者が議論を活発にしてくれた。こ

の分野が弱い本プロジェクトとしては大いに勉強

になり、助けられた。

　このワークショップの成功は李静和先生のネッ

トワークに負うところが大きいが、3年目の課題を

絞ったこと、即ち『家族の変容とジェンダー　少

子高齢化と福祉見直しの中で』というタイトルと

篇別構成（ここでは省略）の本を出すと決め、そ

れに沿って研究会をし、ワークショップでまとめ

る進め方をとったことにも因っている。それにし

ても、共同研究を組織、運営することの難しさを

あらためて痛感させられた3年間であった。

安全保障研究

研究題目

アジア太平洋の安全保障と地域秩序の再構築

　―周辺からの視点―

法学部教授　遠藤　誠治

　昨年のニューズレターでも報告したように、本

プロジェクトは、従来のような国家中心的な観点

から、対外的な安全の確保を中心的な価値とする

ことを自明としてきたアジア太平洋地域における

安全保障概念を脱構築することを課題として、

2003年度より開始された。２年目となった2004年

度は、共同研究者間の相互理解を促進と深化させ

るとともに、「人間の安全保障」概念を中心とした

概念的な検討を進める一方で、アジア太平洋地域

の地理的・機能的周辺部における「人間の安全保

障」をより実態に即した形で検討できるよう研究

分担者が各自で研究を深めることを中心的な目標

とした。

　概念的な側面においては、平和研究を中心とし

て提示されている「人間の安全保障」に関わる諸

問題を検討するとともに、この概念の有効性と問

題点を検討する研究会を開催した。「安全保障」概

念を国家の存続から一旦切り離してみると、アジ

ア地域においては、識字・教育・開発・エンパワ

メント・環境保全・ジェンダー間関係などの多様

な側面が「人間的な安全」の問題として立ち現れ

てくることが明らかになった。他方、「安全保障」

概念の拡散が、国家の権力や暴力性に関する批判

的な認識を希薄化させる危険性もあることが指摘

された。

　実態に即した研究に関しては、2005年３月に２

度にわたる視察・調査旅行を行った。まず、木村

正俊（法政大学）と遠藤誠治（法学部）がタイ北

部における山地少数民族の生活基盤に関する視察

を行った。この視察は、共同研究者である綾部真

雄（文学部）が現地において行っていた調査に同

行する形をとったため、きわめて効率的に進めら

れた。その際、リス族、アカ族などの山地少数民

族の村を訪問するとともに、彼らの教育や生活の

向上のために活動しているＮＧＯを数団体訪問し

インタビューを行った。また、ビルマとの国境の

町メーサイも訪問した。このような視察を通して、

山地少数民族の生活圏が近代国家による国境管理

によって恣意的に歪められたことによって起こる

自然環境への負荷や、それに対処する際に山地民

の伝統的な智恵を用いようとする試みとその問題

点に関する理解を深めた。さらに、この地域の社

会経済が、国家権力、国際的な物流や人の移動、生

活空間の商品化の過程、長期にわたって形成・維

持されてきた人的・物的なネットワークなどの多

様な力が複雑に入り組んだメカニズムによって構

成されていることも理解できた。いずれも、首都

を中心とする世界観からは見えない問題構成を実
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教育経済研究

研究題目

教育選択と教育財政の経済分析

　―日韓を事例として―

経済学部教授　中神　康博

　平成15年度にスタートした教育プロジェクトも

いよいよ最終年度の3年目を迎える。昨年度、新た

に本多正人先生と青木栄一先生にメンバーに加

わっていただいた。おふたりとも国立教育政策研

究所で教育政策・評価の研究をされており、プロ

ジェクト1年目にあたる昨年3月のConferenceで本

多先生に発表をお願いしたのがきっかけである。

本多先生は一昨年｢教育委員会制度再編の政治と行

政｣（多賀出版）を編者としてまとめられ、一方、青

木先生は昨年「教育財政の政府間関係」（多賀出版）

を刊行されるなど、わが国の教育行財政における

新進気鋭の研究者として活躍されている。おふた

りには、Intergovernmental Fiscal Relations and Board

of Education in Japanというタイトルで共著論文の

執筆をお願いした。

　さて、昨年度プロジェクト予算で購入したもの

の中に日経地域経済データがある。これは、都道

府県、市町村をベースとする地域パネルデータで、

人口・世帯・住宅などの地域特性だけでなく地方

財政に関するデータを収録しており、われわれの

研究には欠かせないものである。わが国の教育財

政に関する実証論文はそれほど多いとは言えず、

特に市町村データを用いた分析はほとんど見当た

らない。今回購入したデータはExcelによる出力が

可能となって操作が容易となった。これまで多く

の時間を費やしてきた理論的な枠組みの構築に加

え、今後はこれらのデータを生かした実証的な研

究に力を入れていく。

　一方、昨年のクリスマス直前、各プロジェクト

メンバーにプロジェクト成果物としての本の出版

に向けその内容構成案を提示し、正式な原稿依頼

を行った。日韓の初等中等教育を中心に現状分析、

政策分析・実証分析、理論分析という三つのパー

トから成り、日本からは7本、韓国からは5本の論

文を予定している。KDIのKim先生に、韓国側の

編集責任を快諾していただいた。原稿の締め切り

である年末には12本の原稿が出揃い、今年度末ま

でに出版に向けた準備が整っていることを期待し

て止まない。

　ところで、成蹊大学アジア太平洋研究センター

には、2003年度成蹊大学大学院経済学研究科から

博士号を取得した大重斉氏をおよそ 1 年間にわ

たってポストドクターとして採用していただいた。

西1号館4階における素晴らしい研究環境の中で、

教育プロジェクトメンバーとしてプロジェクトに

専心する機会を与えてくださったことに、この場

をお借りしてお礼申し上げたい。どうもありがと

うございました。

感できたという意味で、きわめて有益な視察旅行

であった。

　さらに、綾部、島袋純（琉球大学）、木村、遠

藤が上海とその近郊における市民社会の生成と

変容に関する視察を行った。この視察は、やはり

共同研究者である川島真（北海道大学）が上海に

おいて行っていた調査に同行する形で進められ

た。そのためタイでの視察と同様にきわめて効

率的な調査が可能になった。急激に経済成長を

遂げつつある上海であるが、その周辺部におい

ては、従来の生活パターンの急激な変化にとも

なう多様な問題が生起しつつあることを理解し

た。

　最終年度にあたる2005年度には、質の高い共

同研究とする努力を展開していくつもりである。

メディアと国家研究

研究題目

グローバル化するメディアと国家、その未来

　―豪・韓・タイ各国との比較研究に於いて―

文学部教授　鈴木　健二

　統合プロジェクト「メディアと国家」は、グロー

バル化のなかで、インターネットに代表される新

しいメディアと国民国家のあり方との相互の関係
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差別禁止法

研究題目

差別禁止法の新展開

法科大学院教授　森戸　英幸

　年齢、障害、性的指向などの「新しい」差別事

由を法はいかに取り込むべきなのか、間接差別概

念や法と経済学などの「新しい」アプローチは差

別問題解消にどの程度寄与するのか――本プロ

ジェクトは、以上のような問題意識の下で、日米

を中心とする環太平洋諸国における差別禁止法制

の新たな展開について考察を行おうとするもので

ある。2004年度のプロジェクトメンバーは、本学

の森戸（法科大学院）と安部（法学部）、そして学

外の水町勇一郎助教授（東京大学社会科学研究所）

と長谷川珠子氏（東北大学大学院法学研究科博士

課程、日本学術振興会特別研究員）の合計4名であ

る。

　学内外の講演者を招いての研究会も数回開催し

たが、本年の「メインイベント」は2005年3月に

メンバー全員で行った米国でのヒアリングであっ

た。メンバーがそれぞれのコネクションをフルに

活用してアポイントメント取りに奔走した結果、

毎日きちんと仕事をするまことに「マジメな」出

張となってしまった。訪問先は以下のとおりであ

る。

　3月   7日 午後 IBM本社

　3月   8日 午前 UNITE-HERE!（労働組合）

ニューヨーク州法務総裁室

午後 米国三菱商事

　3月   9日 午前 ジャック・グリーンバーグ氏

（コロンビア大学法科大学院

教授）

午後 Catalyst（NPO団体）

　3月10日 午前 マイケル・マッケンナ氏（人

事コンサルタント）

午後 秋山武夫氏（P i l l s b u r y

を主たるテーマとしている。プロジェクトの初年

度である2004年度は、当研究所の学術交流提携国

である豪・韓・タイの3ヵ国を中心に、このプロジェ

クトのテーマに沿った比較研究の可能性を模索し

た。主な活動としては、8回の研究会を開催し、プ

ロジェクトのテーマをいかに具体化するかについ

て議論を重ねた。研究会の報告者と題目は以下の

通りである。

第1回報告者：鈴木健二「今後のプロジェクトにつ

いてのディスカッション」

第2回報告者：永井浩「＠市民発＠「もうひとつの

国際報道」―インターネット新聞「日刊ベリ

タ」の挑戦―」

第3回報告者：城所岩生「インターネット・ポルノ

規制に執念を燃やす米議会」薄木秀夫「北朝

鮮と「情報」」

第4回報告者：城所岩生「米国のメディア所有規制」

薄木秀夫「タイ・メディアと政権」

第5回報告者：綾部真雄「タイ山地少数民族とメ

ディア―「山地民」イメージをめぐる攻防の

諸相と国籍問題」

第6回報告者：李錬「韓国における言論法改正と問

題点について」

第7回報告者：鈴木雄雅「グローバリズムの進展ギ

ガ・メディア」

第8回報告者：小針進「日韓中の相互意識と大衆文

化交流」

　研究会はプロジェクトメンバーに加え、学外や

海外からも報告者を招いて行った。また開催を学

内全体に告知し、ひろく出席者を募って議論を

行った。本年度の議論によって、三つのキーワー

ドが得られた。国内及び国境を越えたメディアの

寡占状況を象徴する「集中」、マスメディアの国境

をまたいだ拡散状況を象徴する「越境」、そうした

動きに対する市民側からの運動を象徴する「対抗」

である。また比較研究における各国ごとのテーマ

は、「メディア・モーグルと国家」（オーストラリ

ア）、「ネットはマスメディアを越えるか」（韓国）、

「国境を越えるメディアの功罪」（タイ）とし、さ

らに「メディアの実験場としての中国」、「メディ

アの成熟国としての欧米」についても対象に加え

ることとした。以上の成果を踏まえ、今後も実質

的な研究活動を継続していく。



（7）

Winthrop LLP、ニューヨーク

州弁護士）

Deloitte & Touche（コンサル

タント会社）

　3月11日 午前 コネチカット州グリニッジ市

（市長及び人事担当者）

　今回最も印象に残ったのは、アメリカの企業が

「職場でのdiversity実現は企業の生産性・効率性向

上につながる」という認識を広く共有しているこ

とであった。つまり差別禁止は「正しいこと（right

thing to  do）」というよりは「業務上の必要性

（business necessity）」に裏打ちされた行為なのであ

る。逆に言えば、そうでなければアメリカの企業

は行動を起こさないということであろう。このほ

かにもヒアリング先で得られた示唆は多岐に渡る

が、それらはいずれ本プロジェクトの成果を公表

する際に大いに活用することとしたい。

マを確認しつつ、今後のプロジェクトの方向性を

も見極めようとするものであったが、かなりの成

果をあげることができた。今後は文学だけにとど

まらず、広く文化的にジャズを見ていく予定であ

る。たとえば、レコードやオーディオ機器の発達

の歴史からジャズを考えるといったようなアプ

ローチである。多角的に見ることでより内容に厚

みを持たせたいというのがそのねらいである。

　ジャズは今や世界音楽としての地位を獲得して

おり、その結果この研究分野はアメリカのみなら

ず、ヨーロッパ、そして日本でもますます盛んに

なりつつある。われわれのプロジェクトも、サブ

タイトルにあるように、「日米の戦後文化比較」と

してスタートしたが、日本とアメリカを比較する

だけでは、世界音楽としてのジャズの全容が見え

てこないと判断し、ヨーロッパをもその視野に入

れようと考えはじめた。その結果、アメリカはも

ちろんのこと、ヨーロッパにおける研究者との接

触を図るためにも、これまで以上に海外での学会

に参加することを目標としてきた。初年度として

は、アメリカ文学の観点から、昨年７月にスイス

で行われた「フィッツジェラルド国際会議」に私

が参加し、広く欧米の研究者との交流が持てたの

は大きな成果であった。また、今年３月には、イ

ギリスのリーズ大学で毎年行われている「リーズ

国際ジャズ会議」にモラスキー氏と私が参加した。

モラスキー氏は「日本のジャズ喫茶文化」に関し

ての発表を行い、参加者の注目を集めた。この会

議は今年で11回目を数えるが、日本からの参加者

は、少なくとも今回は私だけであったこともあり、

今後研究発表やジャーナルへの投稿などの形で参

加することを主催者より促された。ここでも言う

までもなく、新たに交流を深めることのできた研

究者も多く、今後の研究活動に大いにプラスに

なったことを最後に付け加えておきたい。

ジャズと文学研究

研究題目

ジャズと文学―日米の戦後文学比較―

経済学部教授　宮脇俊文

　このプロジェクトのテーマである「ジャズと文

学」は、メンバーの一人であるミネソタ大学のマ

イケル・モラスキー氏と私が４年前から二人でこ

つこつと研究を重ねてきたものである。今回それ

をさらに発展させようということで、アジア太平

洋研究センターのプロジェクトとして再スタート

した次第である。「ジャズ研究」("Jazz Studies")はま

だ比較的新しい分野ではあるが、われわれが目指

している「文化表象としてのジャズ」に関するだ

けでも、かなりの研究成果が世に出ており、今後

ますます盛んになるものと思われる。

　本プロジェクトのスタートして、５月には、メ

ンバーのうち直接文学研究に携わるもの４人が、

日本英文学会の全国大会においてシンポジウムを

開催した。タイトルは、「ジャズから読むアメリカ

文学」というもので、そこでまずわれわれのテー
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象とした人類学者

の多くが、この聖

者信仰を対象として研究を積み重ねてきている。

大雑把なまとめ方をするならば、彼らは、ムスリ

ムが一般的に行っている礼拝などの行為を後景に

退かせる形で、聖者信仰の特殊性を強調した議論

を展開している。そのような聖者信仰の独自性を

強調する彼らの態度は、彼らがとくに注目をした

バラカ（神の恩寵）という概念の扱い方にも見て

取れる。

　バラカという概念は、人々が日常生活の中でご

く当たり前に用いているものであり、なにも聖者

信仰とだけ結びついた特殊なものではない。太陽

や風、季節、食物をはじめとしてこの世に存在す

るあらゆるものが、神から与えられた恩寵として、

すなわちバラカとして認識されうる。バラカとは

すぐれて柔軟性に富んだ概念なのである。にもか

かわらず、人類学的聖者信仰研究において、バラ

カはとくに奇跡と結びつけて論じられてきた。

　以下、筆者が調査地とするモロッコ南部スース

地方の事例から、こうした既存の議論が人々の日

常生活におけるバラカや聖者信仰に関する認識と

 ＜現代のモロッコ＞

イスラームの民間信仰と住民の論理
――バラカ（神の恩寵）と奇跡――

文学部客員研究員　斎藤　剛

　北アフリカをフィールドとした人類学的研究

テーマの一つに、「イスラームの民間信仰」とも形

容されるムスリム聖者信仰（以下、聖者信仰と表

記）がある。小稿では聖者信仰における中心的概

念であるバラカ（神の恩寵）に関する若干の所感

を、住民の論理と関係付けながら書き進めてゆく

こととしたい。

1. 聖者信仰とバラカ

　聖者信仰は、通常のムスリム（イスラーム教徒）

以上に神によって目をかけられた人物がおり、一

目おかれたことの証左としてこの人物に奇跡――

空中飛翔や病気治療、テレポーテーション、降雨、

読心術、未来予知など――を行う能力が与えられ

ているという考えを前提とする。さらに、この人

物は奇跡をおこすだけでなく、人々が抱えこんで

いる様々な悩み――難病治療、不妊、家族関係や

人間関係にまつわる問題、金銭や商売の問題など

など――を解決するために彼らに代わって神にそ

の願いを届け出ることができるとも考えられてい

る。神と人との仲介者たりえ、奇跡や代願の能力

によってその媒介的な役割を象徴的に体現する人

物、彼こそが聖者（ワリー）なのである。

　以上のような考えを受け入れた人々は、自分達

の悩みを解決してくれる人物として彼（彼女）の

もとを訪れる。ただし、聖者と目される人物はす

でに死亡していることも多い。そのため実際には

聖者が埋葬された廟――そこには墓守をする聖者

の末裔がしばしばいる――に参詣するという形式

がとられることになる。モロッコには都市、農村

を問わず全国各地にそうした聖者の廟が存在する。

聖者信仰とは、この聖者廟を中心にして織りなさ

れる人々の儀礼的な行為と聖者をめぐる信仰の総

体であるとみなすことができよう。

　厳格な一神教と

されるイスラーム

において、一見す

ると一神教の論理

に抵触するとも見

えるこうした廟参

詣をはじめとする

行動が奇妙に見え

たのであろうか、

欧米人をはじめと

するモロッコを対
聖者廟に参詣に向かう近隣の村人
（スース地方にて、筆者撮影）



（9）

そぐわないということを、住民の論理と関係づけ

ながらみてゆきたい。

2.　住民の論理

　モロッコ南部スース地方では、少なくとも今世

紀初頭には故地スース地方からモロッコ各地に出

稼ぎに赴くことが常態化しており、現在では同地

出身者の多くがモロッコ北部の諸都市に流入して

いる。そして同郷出身者は、たとえ都市に出稼ぎ

に出ようと、極めて緊密な情報のネットワークの

中におかれ続けている。都市においてであろうと

故地においてであろうと、人が集まると同郷者に

ついての噂話が始まるのと同時に、それらの人物

の品定めがなされ、その人物の様々な人格的な要

素、性格が人々の批判にさらされるという状況に

ある。そこでは、「嘘をつかない」、「約束を守る」、

「自分が関係のないことには余計な首を突っ込まな

い」、「身の程をわきまえ慎む」などといった事柄

が繰り返し評価の対象となるほか、はたして礼拝

を遵守しているのか、都市に出かけて酒を飲んだ

り、喫煙の習慣がついたりしていないかといった

宗教的規範の遵守の有無が執拗に話題とされる。

また、「様々な事態に対処できるだけの能力を有し

ているかどうか」、様々な事柄を「知っている」か

どうか、ということも反復して話題に上がる。

　こうした人物評価は、なにも一般の村人にだけ

留まるものではなく、学者（アーリム）や地元の

モスクや宗教学校を預かる宗教教師（フキー）、あ

るいは聖者の末裔を自認する人々など、聖者信仰

研究が「聖者」として論じてきた諸々の人物に対

しても及ぶものである。そうした中ではたとえ宗

教的な知識人であったとしても、近代的なテクノ

ロジーを知らないことや、頑迷であることが揶揄

されたりするという状況が生まれている。

　そもそも聖者とは神と一般の人々の仲介者たり

える人物、すなわち願いごとを一般人以上に聞き

届けてもらえる人物であった。重要なのは、ある

人物が尊敬を集めたり、彼の祈願は神に聞き届け

られるという評判が立つことが仮にあるとするな

らば、それが「聖者の子孫だから」という理由に

よるのではなく、むしろ信仰深いか、知識を持っ

ているか、きちんとした道徳性を備えているかな

ど、一般民衆に対する問いかけと同列の基準で判

断が下されている点である。もちろん学識豊かな

学者の方がその噂は立ちやすいが、同時に学者だ

からといってすぐにそうした評判が立つわけでは

なく、つねに衆人環視の中にあって評価を下され

ているのである。聖者と目される人物に対しても

決して単純にありがたがるのではなく、冷徹に彼

が尊敬に値する人物であるのかどうかということ

を見抜こうとする姿勢が彼らの間には息づいてい

る。

3.　バラカの読み替え

　ところで、聖者信仰を巡る状況は、モロッコ独

立（1956年）以降の学校教育の普及に伴なう人々

の読み書き能力の向上、様々な媒体を通した聖者

信仰に批判的な主張の流通などをはじめとした

様々な要因と相俟って変貌しつつあり、趨勢にお

いて批判にさらされ、打ち捨てられる傾向にある。

批判のポイントの一つは奇跡を巡るものである。

　こうした状況とも対応しているのであろう、若

い頃熱心に聖者廟を参詣した古老などに聖者信仰

や奇跡について尋ねても、それがただの「ほら話」

であるという返事が返ってくることもあった。し

かし、そもそもバラカは、必ずしも奇跡という形

式でもっと発現しなくてはならない訳ではない。

要は人がそれをバラカと認めさえすれば良い訳で

あって、論理的にはバラカの証左として、奇跡に

代わる選択肢はほかにもいくらでもあるというこ

とになる。そして無際限にあるはずの選択肢の中

から現在人々が暗黙のうちに選び取っているのが、

これまでの人類学的聖者信仰研究ではどちらかと

いえば後景に退いていた信仰深さや人格、知識な

どである。特定の時代・社会状況の中で、その時

代に適合した意味内容がクローズアップされ、そ

れ以外のものが後景に退くことは十分にあり得る

であろう。結果として、聖者信仰は批判を受けて

いるのにも関わらず、その中心的概念たるバラカ

は、批判の俎上にのせられることにはならない。

　人々の悩みなど日常生活と深く結びついた聖者

信仰は形を変えつつも、人々の持つ鋭い人物眼、人

間観などに裏打ちされた「住民の論理」に支えら

れ今後も連綿と受け継がれていくのかもしれない。
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　パンチャーヤト時代再来か？誰もがそう思った
に違いない。
　突然の決断だったのか、それとも事前に裏工作
がなされていたのか。2005年 2月 1日、ネパール
のギャネンドラ国王が内閣解散を発表し、自らが
全権を掌握すると宣言した。同時に非常事態宣言
を発令し、報道の自由、言論・表現の自由、集会
の自由、国内移動の自由、プライバシーの権利、所
有権など、人権に関する憲法の一部を停止した。国
王は、自らが直接統治することによって「3年以内
に平和と民主主義を復活させる」と表明し、翌日
の2日には、国王主導の新内閣を発足させた。

　1990年の民主化を契
機に、国王の権限は大
幅に縮小された。民主
化以前は、国王を頂点
とするパンチャーヤト
体制の下で政党活動は
禁止されており、その
代わりに、国王が絶対
的な権力を握っていた。
民主化後に公布された
憲法よって初めて複数
政党制が認められ、同時
に、国王にあった主権が
人民に移った。国王が国

の象徴として位置づけられた、歴史的瞬間である。
　それでは、象徴である国王自らが国政の主導権
を握る、という今回の国王の決断に対して、国民
はどのような評価を下したのだろうか。1月30日
にネパール入りして、偶然にも非常事態下の首都
カトマンズに身を置くことになった私の耳に入っ
てきたのは、意外な声だった。「今までの政治家は、
汚職ばかりで国のために何もしてこなかった。ど
のような形であれ、国王が行動に移してくれたこ
とで、国も良い方向に進むのではないか」、と期待
する声が方々から聞かれたのである。表現の自由
もない、プライバシーも保障されない。当たり前
に認められるべき基本的人権が停止されるような

状況に、一縷の望みも見出せないと思っていた私
には、驚きの声だった。しかしその背景には、王制
打倒を基本理念として活動するマオイスト（毛沢
東主義派）と国との武力衝突に対して、なんの打開
策も講じられなかった前政府に対する国民の不満
があったと思われる。国王の起こした行動が何ら
かの糸口となれば、との希望的観測だったのだろ
うが、人々の期待感もそう長くは続かなかった。
　非常事態宣言が発令された後、完全に遮断され
た電話やインターネット。これらの情報網の断絶
が国民の日常生活に大きな影を落とし、彼らの不
満を煽ったのである。
　電話が通じないために、知人や友人と連絡も取
れないし、離れて暮らしている家族の安否さえも
確認できない。それだけではない。観光大国であ
るネパールで国外との通信手段を断たれることは、
国民一人一人の経済的な生活基盤を脅かすことも
また意味する。2月1日から1週間もの間、国内電
話は日に2、3時間しか通じず、国際電話やインター
ネットは完全に不通の状態だった。仕事の関係上、
国外との密な連絡が必要とされる旅行会社などは
特に、外との接触を一切絶たれてしまって、仕事
のしようがなかったという。その上、今回の事態
で、2月と3月に入っていた日本人旅行者の予約が
すべてキャンセルされたと嘆く声も聞かれた。国
内情勢の安定ももちろんだが、実際問題として国
民が最も望むのは、自分と家族の最低限の生活の
保障だろう。それでなくても、毎日のように流れ
るマオイストのニュースに危険を感じてネパール
行きを断念する観光客が急増しており、仕事の確
保に奔走している人が多い。その現状に追い討ち
をかけるような事態に、人々は落胆の色を隠せな
いようだった。
　非常事態のニュースは、日本でも大きく取り上
げられたと聞いた。ネパールの情報自体が少ない
中での「非常事態宣言」の報道である。保守的な日
本人の足が自然とネパールから遠のくのも、仕方
のない話だろう。そのときネパールにいた私は、今
回の件をそれほどの騒ぎとは思っていなかったの

＜ アジアの焦点＞

ネパールの政変

文学部非常勤講師　前田　亜紀

 ギャネンドラ国王
(2 月 24日付けヤフ－・

　　　ニュースより転載)
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で、ネパールの現状を過剰に危険視する向きがあ
るのに正直言って驚いた。帰国後に会った友人が
口にする「よく帰ってこられたね」ということば
に、違和感を覚えたほどである。ただし、今回に
限っては、なんどかネパールを訪れている私に
とっても特殊な事態と感じる側面がいくつかあっ
た。
　ネパールでは、ここ数年ゼネストが頻発してお
り、そのたびに交通網が遮断される。私が1年半前
にネパールを訪れた際も、帰国日とゼネストが重
なり、空港までの足を確保できなくなってしまっ
た。仕方がないので、直前になって帰国日を変更
した記憶がある。ただし、この場合、車やバイク
などの交通手段は機能しなくても、飛行機の運航
だけは予定通りに行なわれる。今回の件でまず驚
いたのは、空港が一時閉鎖され、国際線が運転を
見合わせたことである。ゼネストで車が走らなく
ても飛行機は飛ぶため、帰国日とゼネストが重
なったら空港まで歩いていくしかない、というの
がこれまでに予想された最悪の事態だった。しか
し、今回は飛行機が飛ばなかったと聞き、初めて
異例な事態だったと気がついた。
　電話やインターネットが遮断されたことも、も
ちろん今まではありえなかったし、まったく予想
できない展開だった。そのような中で、情報は錯
乱し、何が本当で何が単なるうわさなのか、情報
の真否など誰も判断できない状態だった。非常事
態宣言が発令された日の1週間後には、インター
ネットの接続規制も解除されたが、解除される日
の前日の話では、3ヶ月は接続不可能と言われてい
たのである。
　情報が完全にコントロールされ、国王に都合の
良いニュースしか流れない状況の中で、人々は

徐々に不満を募らせていった。特に、言論や表現
の自由を奪われた報道関係者の鬱憤は、計り知れ
ないものがある。新政府が、王室や軍隊を批判す
る記事の一切を6ヶ月間禁止する、との通達を出し
たため、掲載できる記事自体を確保できなくなっ
たのである。国王賞賛の記事が踊る新聞を読む
人々と、国王を支持するデモ隊。街頭で見られる
この2つの光景からは、国民の胸の内を測ることは
できない。
　国内外からは、基本的人権を剥奪し、民主主義
に逆行する国王の決断に対して、数々の批判が伝
えられている。マオイストは、「中世の封建的専制
政治」と国王の行動を非難し、2月13日から全国
規模の無期限ストと交通封鎖を開始すると発表し
た。カトマンズ市内では何の問題もなかったが、地
方ではマオイストによる交通封鎖が続き、生活物
資が行き届かない状態となっている。隣国インド
の首相は、6日に開催予定だった「南アジア地域協
力連合（SAARC）首脳会議」にギャネンドラ国王
が出席の意向を示したため、この会議に欠席する
と表明した。ギャネンドラ国王の民主主義に逆行
する決断に、抗議の意を示すためである。同様に、
国連やアメリカ、イギリスなどからも、民主主義
復活を求める声が相次いで伝えられている。

国王支持のデモ隊（筆者撮影）

非常事態下のカトマンズ市街の様子（筆者撮影）

　民主化達成の1990 年に制定された現行の「ネ
パール王国憲法」では、主権在民が明言され、国王
は、「ネパール王国とネパール人民の統合の象徴」
と規定されている。ただしここで問題とされるの
は、国王を国の象徴とする一方で、国王にはいくつ
かの政治的権限が認められていることである。「象
徴」と表現されているとはいえ、ネパール国王は単
なる国のシンボルではないと言えよう。
　ネパールの民主主義はどこにあるのか？答えは、
国王の掌中にある。
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特別研究員　川上　代里子

　『アジア太平洋地域形成への道程
　－境界国家日豪のアイデンティティ模索と地域主義－』

本を読む 大庭　三枝　著

　本書は、これまでのアジア太平洋地域で試みら
れてきた、地域協力組織や機構の歴史を概観し、そ
こにおいて日豪両国がいかに自らのアイデンティ
ティの確立を模索してきたかに焦点を当てている。
そして日豪を、ともに西側先進諸国、アジアなど、
どの国家グループにおいても中核として認められ
ない「境界国家」であるとする。
　著者は、アジア太平洋地域主義史の非連続性、同
床異夢性、多様性を強調する。つまり、アジア太
平洋地域は所与の領域ではなく、様々な主体がそ
れぞれの思惑に基づき、地域の範囲や名称を定め
確立を模索してきた。そして個々の構成主体であ
る国家アイデンティティ（政策担当者や知識人が
考える自国のあるべき姿）にしろ、地域としての
集合アイデンティティにしろ、アイデンティティ
の確立には、個々の主体が帰属を志向し、その構
成員が互いにその帰属を承認し、構成員が承認し
あっていることを了解するという、複数の主体間
の共通了解が得られているダブルコンティンジェ
ンシーの状態が不可欠であるとしている。境界国
家は、複数の国家グループにアイデンティティを
持ち、その複数のアイデンティティが矛盾を生み、
また国際政治経済的変化などの要因により、しば
しばアイデンティティ・クライシスを起こす。そ
の場合、境界国家はしばしば自己包摂的地域の形
成、すなわち自国のアイデンティティを安定化さ
せる一手段として、新たな国家グループを形成す
ること、多くの場合地域概念の設定をし、地域協
力構想を打ち出すという形をとる。自己包摂的地
域は、単にある地理的領域を切り取ったものでは
なく、自国を包摂し、中心的に帰属することが出
来る、我々（ウチ）としての地域である。地域の
設定などに見られる自己包摂的地域のあり方は、
政策担当者や知識人が、その時志向した自国のあ
るべき姿を反映している。
　日本は、戦後の状況下で過去の侵略行為という
遺産を負いながら、アジア諸国との関係を再構築
する必要に迫られた。一方豪州は、アジア諸国の
独立により、白人国の旧宗主国に代わって、異質
なアジアとの関係を直接新たに構築しなければな
らなくなった。日本は、アジアでの主導権発揮と
いう他のアジア諸国の共通了解を欠いた思い込み

から、安定的に帰属しうる地域の設定に失敗し、
ASEAN諸国のソトから良き隣人として関係を築く
こととなった。一方、豪州はヨーロッパなどの世
界的な地域化の風潮の中で孤立を深め、アジアへ
の参入を図るが、豪州は「アジアの一員」である
という路線は国民の反発を買い、アジアからは受
入れられなかった。豪州も同様に、アジアを重要
な他者として関係緊密化を図ることとなる。
　「太平洋」の定義は、時代によってまた日豪それ
ぞれに異なった。時にはアジアを他所者とし、日・
豪・米・加・NZからなる金持ちクラブとして定義
した。しかし、1980年代半ばから「アジア」と「太
平洋」を包含した「アジア太平洋」が日豪両者か
ら提示された。それは、ASEAN諸国や米国に受入
れられAPEC設立が実現し、一時的に成功したか
に見えた。しかし次第に、日豪のAPECに対する
スタンスの違いや、加盟国の増加に伴うアジア太
平洋の意味の曖昧さが露呈していった。他方で
1990年代からは、東アジアという概念がマレーシ
アにより提案され、概念自体現在も存続している。
この東アジアという地域主義は、1997年通貨危機
以後急速に発展し、日本は、そのアジアというま
とまりへの帰属と協力を志向していく。一方豪州
は、このアジアへの参入を拒否され、1990年代半
ば以降ハワード首相は太平洋の白人国として、ソ
トからアジアに関与する方針を採るようになった。
しかし、現在もアジア太平洋地域は、特に911以
後、政治・安全保障問題の協議の必要性が高まる
と、日豪にとってアメリカとアジア、オセアニア
を広く包含する地域概念としての意義を持ち続け
ている。日本は今後、東アジアとアジア太平洋と
いう二重のアイデンティティを整合的に保持する
方策を探るという課題を背負っているといえるだ
ろう。
　本書で著者は、境界国家、自己包摂的地域、ダ
ブルコンティンジェンシーといった概念を設定す
ることにより、今日までの数多くの日豪両国政府
による地域主義の非連続的な試みのなかに、自己
包摂地域の形成すなわち国家アイデンティティの
模索という連続性を見出している。この点で大変
興味深いアジア太平洋の歴史であった。

（ミネルヴァ書房、2004年 8月刊行）
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雑誌論文から

特別研究員　川上　代里子

　センター資料室および大学図書館の新着雑誌に

掲載されている論文の中から、アジア地域におけ
るリージョナリズムを考えるための材料となる論

文を取り上げ、その内容を紹介します。

Journal of East Asian Studies, Vol.4, No.1

"Regionalization and Regionalism in East Asia"

Samuel S. Kim
　本論文では、上からのグローバリゼーションと

下からのローカリゼーション（いわゆるグローカ

リゼーション）という状況下に生まれた、東アジ
アの地域主義について概観する。ここでは、地域

主義は価値や規範、アイデンティティの共有にか

かわる規範的な概念であり、地域化は国家ではな
い要因（市場など）により、統合が進められてい

くことを指す。

　東アジアの共通の地域アイデンティティを見つ
けることは、非常に困難である。すべての地域は

所与のものではなく、造られたものであるが、東
アジア地域の範囲を地理的に定めることも、共通

の宗教や文化的特徴を見つけることも難しい。し

かし、1997年の経済危機とASEAN+3の形成は、東
アジアにおける地域主義の始まりと言えるだろう。

　この地域の地域主義は、安全保障上の性質も持

つが、経済的な相互依存が主要な要因である。東
アジア地域主義は、次第に強まっている。この地

域主義は、共に経済発展と幸福を奉じ、グローバ

ル化や地域化の過程におけるこの地域の脆さの認
識を共有している。東アジア諸国にとって、国家

の力で対応できないグローカリゼーションへの対

抗策として、地域協力は不可避である。今後は、多
国間対話と経済協力を基盤とし、共通のルールや

理念、政治的基盤が望まれる。

The Pacific Review, Vol.17 no.3

"State sovereignty, political legitimacy and regional in-

stitutionalism in the Asia-Pacific"
Shaun Narine

　本論文は、アジア太平洋地域において、地域機

構が限られた有効性しか持たないのはなぜかとい

う問題に焦点をあてている。そしてそのもっとも

重要な要因の一つに、構成員である東アジア諸国

の国内における政治的正当性、国家主権の問題が
あるとしている。

　冷戦以降、アジア太平洋地域は、経済危機や政

治的変動を経験してきた。そこで、アジア太平洋
諸国は、地域紛争や経済関係を調整する制度を必

要とするようになった。しかし、ASEAN やAPEC

などの既存の機構は、アジア経済危機の際に、そ
の有効性を問われることとなった。現在の国際環

境の中で、その構成員が正当な主権国家であるこ

とは、地域機構に参加しそれを成功させるうえで
不可欠である。しかしアジア太平洋諸国は、国家

を形成するうえで、様々な文化的背景を持つ人々

を束ね、アイデンティティを醸成しなければなら
なかったし、いまだその途上にあるといえる。　

国家の堅固な基盤は、力や官僚機構の有無ではな

く、政治的に共通の価値を国民が共有できること
にある。この点でアジアはまだ国家形成の途上に

ある。さらにアジア太平洋諸国は、アメリカや旧

宗主国との二国間関係が優先するため、アジア太
平洋諸国同士の関係を築きにくい。以上のような

状況下で、アジア太平洋諸国は、地域機構への参

加が自らの国家の基盤を弱めることや、グローバ
ル化のなかで、このような組織を通じて大国が自

国に干渉することを恐れている。

　アジア太平洋諸国は困難な状況に置かれている。
グローバル化や近年の経済危機に対抗し、自らの

主権を守るためには地域機構の枠組みの中で互い

に協力しなければならない。しかし一方で、地域
協力を成功させるために必要な、それぞれのしっ

かりとした国家主権はいまだ形成の途上にある。

一方で、現実には経済危機の経験やテロリズムと
の戦いのための必要から、ASEANの内部などで、

互いの主権に譲歩しても協力関係を築こうという

動きも出てきている。アジア太平洋地域における
地域機構の発展のためには、地域機構が国家形成

のプロセスに貢献しうるという認識を各国が持つ

必要があるだろう。

Contemporary Southeast Asia, Vol.26, No.3

"ASEAN Concord II: Policy Prospects for Participant
Regional "Development""

R. James Ferguson

　2003年10月、ASEAN9カ国会議がバリで開催さ
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れた。そこでBali Concord II と称する協定が結ば

れ、安全保障、経済、社会的協力体制への意思表
示がなされた。本論文は、これまでのASEANの歴

史とその功績を振り返るとともに、このASEAN9

カ国会議の成果を評価している。
　ASEAN は、90 年代以降経済危機などを経て、

様々な非難にさらされている。ASEANはそもそ

も、東南アジア地域の外交協力体制であった。相
互不干渉の原則を掲げつつも、当時その境界上に

多くの緊張を抱えていた東南アジア諸国に対話の

場を提供し、戦争の回避に貢献してきた。しかし
一方で、ASEANには、下部構造が少なく、会議の

多くは非公式に行われて文書として残らないと言

われている。そしてASEAN内部で協定が結ばれて
も、それを実現させるための詳細の検討は先送り

されることが多い。これらのことは、ASEAN方式

と呼ばれており、このたびの9カ国会議でも、これ
らの傾向は顕著になってきている。

　しかし、バリにおけるASEAN9カ国会議の一番

の成果は、アジアにおけるASEANの外の勢力、す
なわち中国、インド、日本、韓国を参加させ、関

係を深めたことであろう。このことは、安全保障
上の観点からは、北朝鮮やパキスタンとの対話へ

の道筋となるであろうし、経済的には、特に中国

との関係強化は、大きな利益をもたらすだろう。
ASEANは、ASEAN内で成功した規範とルールの

共有をアジア地域にも拡大し、ひろくアジア太平

洋地域内で紛争の仲介役となることを目指してい
る。

「国際問題」No.538
「「地域」を模索するアジア

―東アジア共同体論の背景と展望」

菊池　努
　80年代のアジア太平洋という広域的な地域概念

の形成を経て、今日「東アジア」という地域が観

念されつつある。「東アジア共同体」の提唱の背景
にはなにがあるのか、というのがこの論文の問い

である。

　「アジア太平洋」という地域概念は、安全保障お
よび政治経済の面で、東アジアと北米を結ぶ広が

りの中で形成された。現在でもこの経済や安全保

障の構図は、変化していない。しかし、アメリカ
の覇権に対する警戒が東アジア諸国に広がり、グ

ローバリゼーションに伴う破壊（例えばアジア通

貨危機など）に備え、自衛のための地域的な自助
の制度の構築の必要性が認識された。また中国も、

これらの認識を共有し、近年では地域の国際関係

に深く関与する姿勢を見せている。中国は、
ASEANとの関係改善を図り、アメリカと協調しつ

つも、アメリカの力の行使を抑制する仕組みを作

ろうとしている。中国の経済発展もあって、中国
とASEANの関係強化や東アジア協力が進んでい

る。具体的には、ASEAN+Xの国家関係の構築であ

る。1997年には、ASEAN+3（日中韓）が発足し、
将来の目標として、東アジア共同体の形成を掲げ

た。農業、エネルギー、金融などの分野での協力

の取り組みが行われている。さらにASEANは、そ
の他の諸国ともFTA（自由貿易協定）締結を行なっ

ている。FTAが締結される理由は、FTA締結が海

外投資家の投資を促すシグナルであり、地域主義
がむしろ各国の経済自由化を促し、また経済的利

益の追求のみならず、締結自体が国家間関係の強

化、信頼の醸成に寄与すると考えられているから
である。

　しかし、共同体を作るためには、明確で拘束力
のある行動のルールやルールの履行を促すメカニ

ズムが必要である。それなしには、相互の信頼も

醸成されない。ASEAN方式は、こうしたメカニズ
ムを持っていないため、合意を履行することへの

各国政府のコミットメントが得られない。

　日本にとって重要なことは、東アジア協力を貫
く基本原理・ルールを、国際的にも評価されうる

高度なものにすることである。

　「国際問題」No.538の特集テーマは「東アジア共
同体と日本」であり、上記論文と共に掲載された

以下の論文も興味深い。

「新国際秩序構想と東アジア共同体論」天児慧
「東アジア共同体の文化的基盤」青木保

　また今回は言及できなかったが、アジアとヨー
ロッパの、地域間関係については以下の論文があ

る。

ASIAN SURVEY, Vol.XLIV, No.2
"The Asia-Europe Meeting and Inter-Regionalism: To-

ward a Theory of Multilateral Utility"

Christopher M. Dent
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プロジェクト活動状況

1月27日(木) メディアと国家研究会開催18:30-21:00
　　テーマ： ｢日韓中の相互意識と大衆文化交流｣
　　報告者： 静岡県立大学助教授・小針進
　　場　所： アジア太平洋センター会議室
　　参加者：　６名
2月11日(金) 安全保障研究会開催15:00-17:30
　　テーマ： ｢人間の安全保障と安全保障概念の

変容｣
　　報告者： 成蹊大学遠藤誠治教授
　　場　所： 10号館遠藤研究室
　　参加者：　４名
2月17日(木)　差別禁止法研究会開催18:30-21:00
　　テーマ： ｢ADA（アメリカ人障害者法）におけ

る「合理的便宜」概念と雇用差別に対
する新たなアプローチ｣

　　報告者： 東北大学博士後期課程・長谷川珠子
　　場　所： アジア太平洋センター会議室
　　参加者： 8名
3月3日(木) アジアと女性研究招聘研究者とし

て、延世大学校（韓国）助教授・金賢美
ｷﾑ･ﾋｭﾝﾐｰが「家族とジェンダーを考
える―戸籍法改正と韓国家族システ
ム」の研究のため来日（３月６日まで
滞在）

3月4日(金) アジアと女性研究会開催13:10-18:15
　　テーマ：「戸籍法改正と韓国家族システム」
　　報告者： 延世大学助教授・金賢美
　　テーマ：「家族：ケアと依存」
　　報告者： 早稲田大学教授・斉藤純一
　　テーマ：「家族社会学の現在」
　　報告者： 東京外国語大学助教授・千田有紀
　　場　所： アジア太平洋センター会議室
　　参加者： ２４名
3月5日(土) 差別禁止法研究現地調査のため海外

出張（３月１３日帰国）
　　出張者： 成蹊大学教授・森戸英幸、成蹊大学助

教授・安部圭介、東京大学助教授・水
町勇一郎、東北大学博士後期課程・長
谷川珠子

　　調査地： ニューヨーク
　　目　的： 企業等ヒアリング及び資料収集
3月6日(日) アジアと女性研究現地調査のため海

外出張（３月２４日帰国）
　　出張者： 成蹊大学教授・富田武

　　調査地： モスクワ
　　目　的： 戦間期の日ソ関係（日ソ文化交流に

おける女性の役割を含む）資料収集
3月8日(火) 安全保障研究現地調査のため海外出

張（３月１４日帰国）
　　出張者： 成蹊大学教授・遠藤誠治、法政大学教

授・木村正俊
　　調査地： チェンマイ、バンコク
　　目　的： タイにおける市民社会と人間の安全

保障に関する聞き取り調査
3月8日(火) メディアと国家研究現地調査のため

海外出張（３月１６日帰国）
　　出張者： 成蹊大学教授・鈴木健二
　　調査地： ヨハネスブルグ
　　目　的： 国家と反グローバリズム運動につい

て
3月10日(木) ジャズと文学研究現地調査のため海

外出張（３月１９日帰国）
　　出張者： 成蹊大学教授・宮脇俊文
　　調査地： リーズ（連合王国）
　　目　的： 第11回リーズ大学国際ジャズ研究会

議への出席及び現地研究者との打合
せ

3月11日(金) アジアと女性研究現地調査のため海
外出張（３月１８日帰国）

　　出張者： 成蹊大学助教授・丸山桂
　　調査地： パリ・ストラスブール
　　目　的： 母子世帯の能力開発・就業促進政策

に関する資料収集
3月21日(月) 安全保障研究現地調査のため海外出

張（３月２５日帰国）
　　出張者： 成蹊大学教授・遠藤誠治、成蹊大学助

教授・綾部真雄、法政大学教授・木村正
俊、琉球大学助教授・島袋純(3/23-27)

　　調査地： 上海（中華人民共和国）
　　目　的： 上海とその近郊における市民社会と人

間の安全保障に関する聞き取り調査

1月13日(金) 所長研究交流出張（１月18日帰国）
　　出張者： 文学部教授・鈴木健二
　　調査地： バンコク、チェンマイ
　　目　的： 学術交流及び共同研究のための打合

せ
1月31日(月) センター招聘研究者として、ハワイ

交流コーナー
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大学教授・Deane Edward Neubauerが
「ハワイ大学との学術交流」のため来
日（２月２日まで滞在）

1月31日(月) センター招聘研究者として、ハワイ
大学Globalization Research Center教
授・Michael Douglass が「ハワイ大学
との学術交流」のため来日（２月４日
まで滞在）

3月25日(月) センター派遣で所員が海外出張（３
月３１日帰国）

　　出張者： 成蹊大学教授・佐藤バーバラ
　　調査地： ボストン、ニューヘブン、ウェスリア

ン
　　目　的： アメリカにおける日本・東アジア研

究の現状調査と資料調査

2月15日(水) センター叢書『マス・メディアと冷戦
後の東アジア』発行

2月22日(火)　『アジア太平洋研究』No. 28発行

4月14日(水) 第１回運営委員会
　　議　題： 1. 今年度の活動方針について

2. センターの年間スケジュールにつ
いて

3. 2004年度運営委員会開催日程につ
いて

5月27日(木) 第２回運営委員会
　　議　題： 1. 国際的学術活動助成応募者の選定

について
2. センター招聘客員研究員の待遇に
ついて

3.来年度プロジェクトの予算配分に
ついて

　7月6日(木)　持回り審議
　　議　題： 1. 来年度の招聘研究員の募集につい

て
10月７日(木) 第３回運営委員会　
　　議　題： 1. 2005年度研究プロジェクトについ

て
2. 2005年度センター管理予算の２％
削減について

10月28日(木) 第４回運営委員会
　　議　題： 1. 2005年度予算について

2月16日(水) 第５回運営委員会
　　議　題： 1. 2005年度外国人招聘研究員候補者

の選定について
　　　　 2. 自己評価委員会について
　　　　 3. ハワイ大学との学術交流について

4. ２５周年記念事業について

4月13日(火) 第１回所員会議
5月25日(火) 第２回所員会議
7月６日(火) 第３回所員会議
9月28日(火) 第４回所員会議
10月26日(火) 第５回所員会議
11月25日(木) 臨時所員会議
2月16日(水) 第６回所員会議

所長・運営委員長 鈴木　健二 文学部教授
運　営　委　員 鈴木　　滋 経済学部教授

小島　紀徳 工学部教授
下河辺美知子 文学部教授
宮村　治雄 法学部教授

所　　　　　員 鷹岡　澄子 経済学部講師
佐藤バーバラ 文学部教授
綾部　真雄 文学部助教授
李　　静和 法学部教授

特 別 研 究 員 川上　代里子
研究助成課課長 小河　　泉
主　　　　　査 大井　敏暉
主　　　　　査 室井　直子
派　　　　　遣 茜ケ久保　永子

（編集発行）
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